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1．
目
的

　
教
育
改
革

に
関

連
し

た
中

央
レ

ベ
ル

で
の

諸
審

議
会

の
答

申
が

，
近

年
，
相
次
い
で
出
さ
れ
た
。
そ
の
申
に
は
，
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に

「
特
殊
教
育
」
に
関
わ
る
内

容
も
含
ま
れ
て
い
る
。
2
0
0
0
年
度
に
は
，

文

部
省

に
お

い
て

「
2
1世

紀
の
特
殊
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
」

が
始
ま
る

予
定

で
あ

る
と

い
う

。

　
と
こ
ろ
で
，
こ
れ
ま
で
の

教
育
改
革
は
中
央
集
権
的
に
全
国
斉
一
に
実

施
さ
れ
る
向
き
が
あ
っ
た
。
し
か
し
，
今
回
の
教
育
改
革
で
は
，
地
方
分

権
へ
の
転
換
も
同
時
に
謳
わ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
中
央
教
育
諸
答
申

の
提
起
を
地
方
自
治
体
が
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
分
析

が

こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
と
な

っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
，
盲
・
聾
・

養

護
学
校
の
設
置
義
務
は
都
道
府
県
に
課
さ
れ
て
お
り
，
「
特
殊
教
育
」
を

含
む
教
育
改
革
の
方
向
を
吟
味
す
る
上
で
，
都
道
府
県
の
意
思
決
定
や
施

策
の
持
つ

意
味

は
大

き
い

。

　
本
調
査
研

究
で

は
，

都
道

府
県

及
び

政
令

指
定

都
市

（
以

下
，

政
令

市
）
の
教
育
委
員
会
「
特
殊
教
育
」
担
当
課
・
係
が
，
①
中
央
教
育
審
議

会
答
申

（
1
9
9
8年

6月
3
0
日

）
，

②
中

央
教

育
審

議
会

答
申

（
1
9
9
8
年

9

月
21

日
）

，
③

教
育

課
程

審
議
会
答
申
（
19
98
年
7月

2
9日

）
，
④
教
育

職

員
養
成
審
議
会
答
申
（
第
一
次
1
9
97

年
7
月
2
8
日
，
第
二
次
1
9
98

年
1
0
月

2
9日

）
の
4
つ
の
中
央
教
育
諸
答
申
の
「
特
殊
教
育
」
に
係
る
提
起
を

ど

の
よ

う
に

捉
え

て
い

る
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。

翌
．

方
法
及
び
回
収
状
況

　
調
査
は
，
都
道
府
県
及
び
政
令
市
の
教
育
委
員
会
「
特
殊
教
育
」
担
当

課
・
係
を

対
象

に
，

1
99

9
年

1～
2月

に
郵

送
実

施
し

た
。

未
回

答
の

場

合
は

，
同

年
3月

に
再

依
頼

を
行
っ
た
。

　
そ
の
結
果
，
47
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
関
し
て
は
39

都
道
府
県
（

83

％
〉
，
1
2政

令
市
教
育
委
員
会
に
関
し
て
は
9
政
令
市
（
7
5
％
）
の
回
答

が
あ
っ
た
（
回
収
状
況
は
，
表
1
に
記
載
）
。
回
収
率
は
，
合
計
で
8
1％

で
あ

っ
た

。

正
．

調
査
結
果
と
そ
の
特

徴

1
．
中
央
教

育
審

議
会

答
申

（
19

9
8年

6
月

3
0
日

）
に

関
連

し
て

　
一
「
特

別
な

ニ
ー

ズ
を

有
す

る
子

ど
も

達
」

へ
の

対
応

一

　
問

A：
中

教
審

答
申

「
新
し
い
時
代
を
拓
く
心
を
育
て
る
た
め

に
一
次
世
代
を
育
て
る
心
を
失
う
危
機
一
」
は
，
現
代
日
本
の
問
題

状
況

を
「

次
世

代
を

育
て

る
心

を
失

う
危

機
」

と
認

識
し

，
「

生
き

る

力
」
を

鍵
（

キ
ー

）
概

念
と

し
て

種
々

の
提

言
を

行
っ

て
い

ま
す

。
学

校
教
育

の
現

場
に

お
い

て
，
様
々
な
困
難
を
抱
え
る
子
ど
も
が
広
く

存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前

提
に
，
適
切
な
支
援
を
拡
充
整
備
し
て
い

＊
鳥
取
大

学
教

育
地

域
科

学
部

人
間

教
育

講
座

（
特

別
ニ

ー
ズ

教
育

）

キ
ー
ワ
ー
ド
：
特
殊
教
育
、
教
育
改
革
、
地
方
教
育
施
策
、
調
査
研
究

く
方

向
が

読
み

と
れ

ま
す

。
こ

れ
は

，
国

際
的

に
ユ

ネ
ス

コ
が

「
特

別
な

教
育

的
ニ

ー
ズ

」
を

持
つ

子
ど

も
を

10～
20％

（
日

本
の

40人

学
級

に
換

算
す

る
と

4～
8人

）
，

OECDが
環

境
要

因
を

含
む

「
リ

ス
ク

児
」

を
15～

30％
（

同
じ

く
6～

12入
）

と
推

計
し

て
い

る
こ

と
と

も
符

合
し

て
お

り
，

特
殊

教
育

は
「

困
難

へ
の

支
援

教
育

」

と
し
て
よ
り
一
層
の
役
割
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
学
校
教
育
全
体
の
難
局
に
直
面
し
て
，
か
ね
て
よ
り
「
生

き
る

力
」

の
育

成
に

専
門

的
に

取
り

組
ん

で
き

た
特

殊
教

育
は

，
「

特

別
な

ニ
ー

ズ
を

有
す

る
子

ど
も

達
」

に
対

し
て

ど
の

よ
う

な
支

援
の

提
供

が
で

き
る

と
思

わ
れ

ま
す

か
。

　
こ

の
よ

う
な

設
問

の
下

に
，

幾
つ

か
の

施
策

例
を

列
記

し
，

◎
印

：

慨
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
部
分
実
施
を
含
む
）
」
，
○
印
：
「
取
り
組
む

予

定
で
あ
る
（
検
討
中
を
含
む
）
」
，
△
印
：
「
今
後
検
討
し
て
み
た
い
」
の

3
択

式
（

無
記

入
：

「
検

討
の

予
定

は
な

い
」

等
を

含
め

る
と

4択
式

〉

で
回
答
を
求
め
た
。
結
果
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

［
結
剰

1）
従

来
の

「
障

害
児

」
の

範
囲

を
超

え
て

困
難

を
抱

え
る

子
ど

も
を

広

く
盲

・
聾

・
養

護
学

校
や

75条
学

級
（

特
殊

学
級

）
に

受
け

入
れ

，
「
特

殊
教

育
」

を
保

障
す

る
。

　
　
　
都
道
府
県

◎
：
　
4／

39　
（
10％

）

○
：

　
一

／
39（

　
－

96）

△
：

　
3／

39　
（

　
896）

　
　

政
令

市

1／
9　

（
11％

）

1／
9　

（
1196）

一
／

9（
一

％
）

2
）
通
常
学
級
で
特
別
な
支
援
を
必
要
を
し
て
い
る
子
ど
も
に
対
し
て
，

通
級

に
よ

る
指

導
や

盲
・

聾
・

養
護

学
校

等
（

特
殊

教
育

セ
ン

タ
ー

を
含

む
）
か
ら
の
巡
回
指
導
に
よ
る
「
支
援
教
育
」
を
行
う
。

　
　
　
◎
：
15／

39　
（
38％

）
　
　
　
　
4／

9　
（
4496）

　
　

　
○

：
　

　
1／

39　
（

　
396）

　
　

　
　

一
／

9　
（

　
－

96）

　
　

　
△

：
　

4／
39　

（
10％

）
　

　
　

　
1／

9　
（

11％
）

3
）

通
常

学
級

で
特

別
な

支
援

を
必

要
と

し
て

い
る

子
ど

も
を

抱
え

る
教

職
員

に
対

し
て

，
盲

・
聾

・
養

護
学

校
等

の
教

職
員

が
「

支
援

サ
ー

ビ

ス
」

（
外

来
相

談
・

巡
回

相
談

等
）

を
行

う
。

　
　

　
◎

：
15／

39（
3896）

　
　

　
4／

9（
44％

）
　

　
　

○
：

　
　

2／
39　

（
　

5％
）

　
　

　
　

一
／

9　
（

　
－

96）

　
　

　
△

：
　

　
5／

39　
（

1396）
　

　
　

　
2／

9　
（

22％
）

4
＞

通
常

学
級

で
特

別
な

支
援

を
必

要
と

し
て

い
る

子
ど

も
を

抱
え

る
保

護
者

に
対

し
て

，
盲

・
聾

・
養

護
学

校
等

の
教

職
員

が
「

支
援

サ
ー

ビ

ス
」

（
外

来
相

談
・

巡
回

相
談

等
）

を
行

う
。

　
　
◎
：
14／

39
　
　
0：

　
2／

39
　
　
△
：
　
9／

39
5
）

そ
の

他

　
　
◎
：
　
4／

39
　
　
0
：
　
一
／
39

　
　
△
：
　
1／

39

（
36％

）

（
5％

）

（
23％

）

（
10％

）

（
一

％
）

（
3％

）

3／
9　

（
33～

！
6）

一
／
9　

（
　
一
「
〕
6）

一
／

9（
一

％
）

1／
9　

（
11「

＞
6）

一
／

9　
（

　
－

96）

一
／

9（
一

％
）
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男
　
中
央
教
育

諸
答

申
の

「
特

殊
教

育
」

に
係
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地

方
教

育
施

策
に

関
す

る
調

査
研

究

表
1
　
「
中
央
教
育
諸
答
申

の
特

殊
教

育
に

係
る

地
方

教
育

施
策

に
関

す
る

調
査

」
の

回
答

一
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

1999年
1～

3月
実

施
，

鳥
取

大
学
・

渡
部

昭
男

）

回
答

課
・

係
等

の
名

称
問

A
間
B

問
C

問
D

問
E

12345
ユ
234

ユ
2345

123456
123456789

北
海

道
生
涯

学
習

部
　

小
中

・
特

殊
教

育
課

　
特

殊
学

校
管
理

係
◎

△
◎

△
◎

◎
◎

△
△

膏
　

森
学

務
課

　
特

殊
学

校
班

、
指

導
課

　
特

殊
教

育
指

導
班

◎
　

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

△
◎

△
△
△
　
　
○
◎

岩
　

手
県
立

学
校

課
　

特
殊

学
校

班
◎

◎
△

△
◎

◎
◎

　
△

◎
◎
△
△
　
○

宮
　

城
指

導
課

　
特

殊
教

育
班

◎
◎

◎
○

◎
◎

◎
◎

◎
△

△
○
△
△
△
△
◎
◎

秋
　

田
幼

児
養

護
教

育
課

　
特

殊
教

育
担

当
◎

◎
◎

◎
◎

◎
　

　
◎

◎
◎

○
△

△
◎
◎
○
△
△
△
◎
△

山
　

形
（
未
回
答
〉

福
　

島
養

護
教

育
課

　
指

導
班

△
◎

○
△

◎
　
　
　
　
○

茨
　

城
高

校
教

育
課

・
特

殊
教

育
室

△
△

◎
△

△
◎

△
◎

◎
◎

　
◎

◎
　
　
　
○
　
◎
◎

栃
　

木
高
校

教
育

課
　

特
殊

教
育

班
◎

◎
◎

○
◎

◎
△

○
○

◎
◎

群
　

馬
学

校
指

導
課

　
特

殊
教

育
係

△
◎

○
△

△
△

○
　

△
◎
　
　
○

埼
　

玉
指

導
部

　
特

殊
教

育
課

△
△

△
◎

△
△

　
△

△
△

　
　

△
△

△

千
　

葉
（
未
回
答
）

東
　

京
学

務
部

　
義

務
教

育
心

身
障

害
教

育
課

　
盲

ろ
う

養
護
学
校
係

△
△

△
△

△
○

○
△

◎
◎

○
○

○
△

◎
○
○
△
○
◎
◎
△

神
奈
目
1

障
害

児
教

育
課

　
教

育
指

導
担

当
◎

◎
○

○
◎

◎
○

◎
△

◎
○

◎
△

○
◎
◎
△
○
　
　
○

新
　

潟
義

務
教

育
課

　
障

害
児

教
育

係
◎

◎
△

◎
◎

　
　

△
◎

富
　

山
指

導
課

　
養

護
教

育
係

◎
◎

◎
△

◎
○

◎
◎

◎
　

△
◎
◎
◎
　
　
　
○
△

石
　
川

学
校

指
導

課
　

特
殊

学
校

教
育

担
当

△
◎

△
◎

◎
△

　
△

◎
◎

○
○

△
△
　
　
◎
　
○

福
　

井
（
未
回
答
）

山
　

梨
高
校

教
育

課
　

特
殊

教
育

担
当

△
○

　
　

◎
△

△
　

◎
○

◎
◎

◎
　

△
◎
◎
　
△

長
　

野
特

殊
教

育
課

　
指

導
係

◎
◎

◎
◎

◎
○

岐
　

阜
学

校
指

導
課

　
特

殊
教

育
係

◎
◎

◎
△
◎
△
◎
　
○
◎

静
　

岡
養

護
教

育
課

　
指

導
担

当
◎

◎
◎

△
○

　
◎

◎
◎

◎
○

△
△
○
○
△
◎
△
○

愛
　

知
特

殊
教

育
課

　
指

導
担

当
◎

◎
◎

◎
◎

　
　

◎

三
　

重
学

校
教

育
課

　
障

害
児

教
育

担
当

◎
◎

○
◎

◎
△
△
　
　
　
△
△
△

滋
　

賀
学

校
教

育
課

　
障

害
児

教
育

室
◎

◎
○

◎
◎

△
　

◎
△
　
◎

京
　

都
学

校
教

育
課

　
障

害
児

教
育

室
△

△
◎

◎
◎

◎
◎

　
△

大
　

阪
（
未
回
答
）

兵
　

庫
（
未
回
答
）

奈
　

良
学

校
教

育
課

　
障

害
児

教
育

係
△

◎
◎

△
◎

◎
○

　
△

◎
◎
　
　
　
　
△

和
歌

山
学

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
班

、
教

職
員

課
　

県
立

学
校
人
事
班

◎
△

◎
◎

△
△

　
◎

◎
◎

○
◎

○
△

◎
△
△
△
△
◎
◎

鳥
　

取
小

中
学

校
課

　
障

害
児

教
育

係
◎

◎
○

◎
　

△
◎

◎
◎

島
　

根
高

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
室

◎
△

△
△

△
△

◎
　

◎
◎

◎
○

　
△

◎
　
　
　
　
◎

岡
　

山
（
未
回
答
）

広
　

島
（
未
回
答
）

山
　

口
指

導
課

　
特

殊
教

育
班

◎
◎

◎
△

○
◎

◎
○

　
△

△
◎

◎
　
　
　
○

徳
　

島
障

害
児

教
育

課
振

興
班

◎
◎

◎
△

◎
◎

◎
　

△
◎
　
　
◎
　
◎

香
　

川
障

害
児

教
育

課
◎

◎
◎

◎
◎

△
◎
◎
　
　
　
△

愛
　

媛
指

導
部

　
障

害
児

教
育

課
　

教
育

指
導

係
△

△
△

△
◎

◎
◎

△
△

△
△

◎
◎

◎
△

△
◎

◎
△
△
△
△
◎

高
　

知
障

害
児

教
育

室
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

福
　

岡
（
未
回
答
〉

佐
　

賀
学

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
係

◎
◎

◎
◎

◎
　

　
○

◎
◎
　
◎
△
△

長
　

崎
挙

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
斑

○
○

△
◎

◎
◎

◎
◎
◎
△

熊
　

本
高

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
指

導
係

◎
◎

◎
　
　
　
　
○

大
　

分
学

校
教

育
課

　
障

害
児

教
育

係
◎

◎
◎

◎
○

宮
　

崎
学

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
係

△
　

　
△

△
◎

◎
○

　
△

◎
◎
　
　
　
○

鹿
児

島
学

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
係

◎
◎

△
◎

◎
◎

○
　

△
◎

沖
　

縄
県

立
学

校
教

育
課

　
特

殊
教

育
班

◎
◎

△
　

◎
◎

◎
◎

○
△

◎
◎
　
○
　
◎
◎

札
幌

市
指

導
室

　
特

殊
教

育
担

当
◎

◎
◎
　
　
◎

仙
台

市
学

校
教

育
部

　
指

導
課

◎

千
葉

市
（
未
回
答
）

川
崎

市
指

導
課
障
害
児
教
育
係

◎
◎

◎
◎

◎
△

　
　

○
○

横
浜

市
養

護
教

育
総

合
セ

ン
タ

ー
◎

◎
◎

◎
△

△
◎

△
△

△
△

◎
△

○
△

◎
△

△
△
△
△
△
△
△

名
古

屋
指

導
室

　
障

害
児

教
育

担
当

○
　

△
△

△
○

　
○

○
△

京
都

市
（
未
回
答
）

大
阪

市
指
導

部
　

養
護

教
育

課
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

神
戸

市
多
旨
導
部
　
　
指
導
第
2
課
　
　
障
害
膓
巳
教
育
｛
系

△
　

◎
△

△
△
　
　
△

△
△

広
島

市
（
未
回
答
）

北
九

州
指

導
第
二
課
　
養
護
教
育
班
（
四
班
）

◎
◎

◎
◎

　
○

◎
◎
　
○

福
岡

市
指
導

部
　

発
達

教
育

セ
ン

タ
ー

△
△

△
△

△
△

○
　

△
△

△
　
　
○
　
△
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中

央
教

育
審

議
会

答
申

「
新
し
い
時
代
を
拓
く
心
を
育
て
る
た
め
に
」

は
，

直
接

的
に

「
特

殊
教

育
」
の
あ
り
方
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か

し
，

設
問

の
中

で
も

述
べ
た
よ
う
に
，
学
校
教
育
の
現
場
に
お
い

て

様
々

な
困

難
を

抱
え

る
子

ど
も
が
広
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
，

適
切
な
支
援
を
拡
充
整
備
し

て
い
く
方
向
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
延
長

線

上
に
お
い
て
，
「
特
別
な
ニ

ー
ズ
を
有
す
る
子
ど
も
達
」
へ
の
支
援
の

拡

充
に
対
し
て
，
こ
れ
ま
で
は

障
害
児
を
対
象
と
し
た
分
離
型
教
育
と
見

ら

れ
る

こ
と

の
多

か
っ

た
「

特
殊
教
育
」
が
ど
の
よ
う
に
リ
ン
ク
し
て
い
く

の
か
，
主
に
3つ

の
施
策
タ

イ
プ
で
問
う
た
の
が
問
A
で
あ
る
。

　
す

な
わ

ち
，

①
従

来
の

「
障
害
児
」
の
範
囲
を
超
え
て
広
く
盲
・
聾
・

養
護
学
校
や
75
条
学
級
に
受
け
入
れ
る
＝
「
特
殊
教
育
」
機
関
に
在
籍
す

る
者

の
対

象
拡

大
，

②
必

要
な

子
ど

も
に

対
し

て
通

級
に

よ
る

指
導
や

盲
・
聾
・
養
護
学
校
等
（
特

殊
教
育
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）
か
ら
の
巡
回

指

導
に
よ
る
「
支
援
教
育
」
を

行
う
＝
子
ど
も
へ
の
「
特
殊
教
育
」
ス
タ

ッ

フ
に
よ
る

支
援

教
育

の
拡

大
，

③
必

要
な

教
職

員
や

保
護

者
に

対
し
て

盲
・
聾
・

養
護

学
校

等
（

特
殊

教
育

セ
ン

タ
ー

を
含

む
）

の
教

職
員
が

「
支

援
サ

ー
ビ

ス
」

（
外

来
相
談
・
巡
回
相
談
等
）
を
行
う
＝
教
職
員
や

保

護
者
へ
の
「
特
殊
教
育
」
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
，
に

つ
い
て
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
，
部
分
実
施
も
含
め
て
既
に
実
施
（
◎
印
）
し
て
い
た
教
育

委
員
会
は
，
①
「
特
殊
教
育

」
機
関
に
在
籍
す
る
者
の
対
象
拡
大
に
お

い

て
は
約
1割

（
都

道
府

県
10

％
，

政
令

市
1
1
％

）
に

と
ど

ま
っ

た
も

の

の
，
②
子
ど
も
へ
の
「
特
殊
教
育
」
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
支
援
教
育
の
拡

大

（
都
道
府
県
3
8
％
，
政
令
市
44

9
6
）
，
並
び
に
③
教
職
員
や
保
護
者
へ

の

「
特

殊
教

育
jス

タ
ッ

フ
に
よ
る
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
（
教
職
員
対

象
：

都
道

府
県

3
8％

，
政

令
市
44
％
，
保
護
者
対
象
：
都
道
府
県
36
％
，

政
令
市

33
％

）
に

お
い

て
は

約
3
～

4割
に

上
っ

た
。

少
な

く
な

い
教
育

委
員
会
が
，
従
来
の
「
障
害

児
」
の
枠
を
超
え
て
，
必
要
な
子
ど
も
へ

の

支
援
教
育
や
教
職
員
・
保
護
者
へ
の
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
着
手
し
始
め
て
い

る
こ

と
が
う
か
が
え
た
。

［
自

由
記
週

　
次
に
，
「
例
示
の
よ
う
に

特
殊
教
育
の
役
割
を
『
特
別
な
ニ
ー
ズ
を

有

す
る
子
ど
も
達
』
に
広
く
拡

充
す
る
方
向
に
つ
い
て
」
の
自
由
記
述
を

一

覧
で

示
す

。

［
都
道
府
県
］

’
北

海
道

：
交

流
教

育
を

充
実
す
る
中
で
，
通
常
の
学
級
に
在
籍
す

る
児
童
生
徒
の
特
別
な
ニ

ー
ズ
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
連
携
を
深
め

て
い

き
た
い
。

・
青

森
：

児
童

生
徒

の
不

登
校
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
，
病
弱
養
護

学
校
に

お
い

て
，

不
登

校
児

の
入

学
を

認
め

て
い

く
。

ま
た

，
L
D

に
つ
い
て
は
各
教
育
事
務
所
単
位
で
，
通
常
学
級
担
任
へ
の
研
修
会

や
特
殊
学
級
設
置
校
長
会

で
講
演
会
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
，
理
解

啓
蒙

を
図
っ
て
い
る
。

・
宮

城
：

特
殊

教
育

セ
ン

タ
ー

の
教

育
相

談
（

項
目

3
・

4
）

や
研

修
講
座
（
項
目
3
）
で
取
り
組
ん
で
い
る
。

・
秋

田
：

本
県

で
は

「
特

別
な
ニ
ー
ズ
児
」
も
含
め
，
障
害
児
総
合

支
援
事

業
（

保
健

・
医

療
・
福
祉
・
教
育
・
労
働
の
専
門
家
に
よ
リ

チ
ー
ム
を
つ
く
り
，
相
談

活
動
理
解
・
啓
発
活
動
を
行
う
事
業
）

を
実

施
し

て
い

る
。

ま
た

，
県

内
1
0か

所
の

特
殊

教
育

地
域

セ
ン

タ
ー

で
対

応
し

た
り

，
巡
回
教
育
相
談
活
動
で
対
応
し
て
い
る
。

・
栃

木
：

盲
・

聾
・

養
護

学
校
の
地
域
に
お
け
る
障
害
児
教
育
拠
点

校
施
策

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
る

。

・
埼

玉
：

理
念

と
し

て
は

望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
が
，
財
政
的
な
裏

付
け

な
ど

が
な

さ
れ

な
い

と
拡
充
は
困
難
で
あ
る
と
思
う
。

・
東
京
：
LD，

　
ADHD等

の
子
ど
も
達
の
ケ
ア
を
ど
の
教
育
の

場
で
行
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
研
究
し
て
い
き
た
い
。

・
富

山
：

盲
・

聾
・

養
護

学
校

が
セ

ン
タ

ー
的

役
割

を
果

た
す

こ
と

，

教
育

セ
ン

タ
ー

が
特

殊
教

育
へ

の
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

・
石
川
：
教
員
の
資
質
向
上
，
対
象
児
童
生
徒
の
在
籍
を
ど
こ
に
す

る
か

，
な

ど
問

題
に

な
る

が
，

特
別

な
ニ

ー
ズ

の
あ

る
子

ど
も

の
教

育
支
援
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

・
山
梨
：
通
常
学
級
で
特
別
な
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
子
ど
も
に

対
し

て
，

特
殊

学
級

に
通

う
通

級
に

よ
る

指
導

（
情

緒
障

害
を

主
と

し
て

）
を

行
っ

て
い

る
。

・
岐
阜
：
現
在
の
法
令
の
ま
ま
で
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

今
後

，
国

や
他

県
の

動
向

を
見

な
が

ら
慎

重
に

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

・
静

岡
：

障
害

児
と

そ
の

保
護

者
に

対
し

て
超

早
期

（
0歳

～
）

か

ら
の

指
導

・
療

育
相

談
支

援
。

・
愛

知
：

項
目

3・
4に

つ
い

て
，

依
頼

が
あ

れ
ば

相
談

を
行

っ
て

い
る
。

・
京
都
：
ユ
ネ
ス
コ
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
特
別
な
教
育
的
ニ
ー
ズ
」

の
対

象
者

と
い

う
の

は
，

必
ず

し
も

障
害

の
あ

る
子

ど
も

だ
け

を
指

す
も

の
で

は
な

い
と

理
解

す
る

が
，

障
害

児
教

育
の

範
ち

ゅ
う

で
考

え
て

い
か

ね
ば

な
ら

な
い

点
に

つ
い

て
は

，
文

部
省

の
動

向
を

注
視

し
て

い
き

た
い

。
今

後
と

も
文

部
省

の
動

向
を

ふ
ま

え
て

実
践

的
研

究
や

対
応

を
検

討
し

て
い

き
た

い
。

・
和
歌
山
：
子
ど
も
が
一
人
一
人
持
つ
「
特
別
な
ニ
ー
ズ
」
を
全
て

特
殊

教
育

が
担

う
こ

と
に

つ
い

て
は

慎
重

な
対

応
が

必
要

と
考

え

る
。

巷
間

，
LDや

ADHD等
「

障
害

」
と

い
う

名
称

が
つ

い
た

教
育

を
全

て
特

殊
教

育
で

担
当

し
て

は
ど

う
か

と
い

っ
た

風
潮

が
あ

る
が

，
派

生
す

る
二

次
障

害
を

含
め

，
「

教
剤

全
体

が
受

け
と

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
大

き
な

課
題

で
あ

る
と

考
え

る
。

義
務

教
育

及
び

高
等

学
校

教
育

を
担

当
す

る
係

と
連

携
し

て
対

処
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

課
題

と
認

識
し

て
い

る
。

・
島
根
：
今
後
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
制

度
の

整
備

が
不

可
欠

で
あ

る
。

・
山
口
：
教
育
相
談
活
動
を
通
し
て
充
実
さ
せ
る
方
向
で
検
討
し
て

い
る
。

・
徳
島
：
従
来
の
「
障
害
児
」
の
範
囲
を
拡
充
す
る
方
向
は
，
考
え

て
い

な
い

。

・
高

知
：

特
殊

教
育

の
対

象
を

，
学

校
教

育
法

施
行

令
第

22条
の

3

及
び

昭
和

53年
文

初
特

第
309号

通
達

に
示

さ
れ

た
も

の
よ

り
拡

げ

る
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。

・
佐
賀
：
今
後
，
学
習
障
害
等
の
軽
度
障
害
児
に
対
す
る
教
育
対
応

の
必

要
性

が
定

着
す

る
に

つ
れ

て
，

通
常

教
育

と
特

殊
教

育
と

の
連

携
の
機
運
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
熊
本
：
幼
児
・
児
童
・
生
徒
一
入
一
人
に
応
じ
て
早
期
か
ら
適
切

な
教
育
支
援
が
十
分
ゆ
き
届
く
よ
う
な
方
向
は
大
切
で
あ
る
。

・
大
分
：
盲
・
聾
・
養
護
学
校
の
教
職
員
が
適
正
就
学
指
導
委
員
に

任
命
さ
れ
，
巡
回
相
談
に
あ
た
っ
て
い
る
。

［
政

令
指

定
都

市
］

’
川
崎
市
：
通
常
学
級
の
中
に
も
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
が
在
籍
し

て
い

る
現

状
を

ふ
ま

え
，

そ
の

対
応

に
つ

い
て

は
，

指
導

の
個

別
化

を
図

り
，

児
童

生
徒

の
実

態
に

即
し

た
教

材
を

用
意

す
る

な
ど

障
害

児
教

育
の

ス
タ

ン
ス

で
子

ど
も

と
向

き
合

い
た

い
。

た
だ

し
，

学
校

に
よ

り
条

件
が

違
い

す
ぎ

る
の

で
，

学
校

全
体

の
理

解
で

職
員

の
複

数
配

置
の

体
制

で
の

ぞ
ん

で
い

る
と

こ
ろ

も
あ

れ
ば

，
特

殊
学

級
担

任
の
支
援
協
力
体
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。



’
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後彩

1
10

渡
部
　
昭
男
　
中
央
教

育
諸

答
申

の
「

特
殊

教
育

」
に

係
る

地
方

教
育

施
策

に
関

す
る

調
査

研
究

　
「

特
殊

教
育

」
の

文
橡

拡
大

に
関

す
る

意
見

と
し
て

は
，

①
従

来
の

「
障

害
児

」
規

定
の

範
囲

を
拡

大
す

る
必

要
は

な
い
と

す
る

も
の

（
徳

島
・
高
知

）
，
②
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

も
の

（
在

籍
的

な

裏
付
け
：
埼

玉
，
国
の
動
向
の
見
極
め
：
岐
阜
・
京
都

，
教

育
全

体
の

課

題
：
和
歌
山

，
研
究
課
題
：
東
京
・
石
川
，
制
度
の
整

備
：

島
根

）
，

③

何
ら

か
の

対
象

拡
大

の
方

向
性

を
示

唆
す

る
も

の
（
不

登
校

児
・

L
D：

青
森

，
「

特
別
な
ニ
ー
ズ
児
」
：
秋
田
，
学
習
障
害
等
の
軽
度
障
害
児
：

佐
賀

）
な

ど
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
方
策
と
し
て
は
，

教
育
セ
ン
タ

ー
の
役
割
発
揮
，
盲
・
聾
・
養
護
学
校
の

セ
ン

タ
ー

機
能

の

充
実
，
通
級
に
よ
る
指
導
の
活
用
，
教
育
相
談
の
充
実

な
ど

が
列

記
さ

れ

て
い

た
。

2
．
中

央
教

育
審

議
会

答
申

（
1
9
98

年
9
月

2
旧

）
に
関

連
し

て

一
学

級
編

制
（

成
）

に
関

す
る

地
方

や
学

校
の

裁
量

拡
大

一

　
中

教
審
答

申
r
今

後
の

地
方

教
育

行
政

の
在

り
方

に
つ

い
て

」
は

，

従
来

の
中

央
統
制
シ
ス
テ
ム
か
ら
地
方
分
権
シ
ス
テ

ム
へ
の
転
換
，

学
校
と
地
域
の
連
携
な
ど
を
提
言
し
て
い
ま
す
。
主

に
こ

の
点

に
関

連
し

て
お
う

か
が

い
致

し
ま

す
。

問
B
：
国

の
定
め
る
学
級
編
制
の
標
準
に
つ
い
て
，

国
が

予
算

措
置

す
る
上
で

の
「
教
職
員
定
数
を
算
定
す
る
た
め
の
基

準
」

と
し

て
の

性
格

を
よ

り
明

確
に

す
る

こ
と

が
提

言
さ

れ
て

い
ま

す
。

す
な

わ

ち
，
都
道
府
県
が
国
の
標
準
を
下
回
る
（
少
人
数
の

）
学

級
編

制
基

準
を
定
め

た
り
，
市
区
町
村
立
校
が
都
道
府
県
の
基

準
を

下
回

る
編

制
を
行
う

こ
と
を
認
め
る
方
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た

，
標

準
法

の
「

学
級

編
糊

を
～

律
的

に
強

制
す

る
の

で
は

な
く

，
学

校
現

場

が
「
学
級

編
制
」
を
基
礎
に
配
置
さ
れ
た
教
職
員
を

活
用

し
て

校
内

で
柔

軟
に

「
学
級
編
成
」
し
う
る
方
向
を
も
示
し
て
い
ま
す
。

　
上
記
の
設

問
の
下
に
，
以
下
の
施
策
に
関
し
て
，
同

様
に

◎
，

○
，

△

の
三

択
式

で
回

答
を

求
め

た
。

［
結
果
］

1
）
特
殊
教
育
に
関
し
て
，
都
道
府
県
等
に
お
い
て
国

の
標

準
よ

り
も

少

人
数

の
学

級
編

制
基

準
を

定
め

る
。

を
転

じ
て

，
地

方
自

治
体

及
び

学
校

現
場

の
裁

量
を

拡
大
す
る
方
向
を
示

し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
，
こ
れ
に
は
「
特
殊
教
育
」
に
関
す
る
学
級
編

制
も

含
ま

れ
る

。
そ

こ
で

，
①

都
道

府
県

レ
ベ

ル
で

の
少
人
数
学
級
編

制
，

②
市

区
町

村
レ

ベ
ル

で
の

少
人

数
学

級
編

制
，

③
学
校
レ
ベ
ル
で
の

柔
軟

な
学

級
編

成
，

と
い

う
3つ

の
レ

ベ
ル

に
お

け
る

裁
量
拡
大
の
姻
可

に
つ

い
て

問
う

た
の

が
問

Bで
あ

る
（

「
へ

ん
せ

い
」

の
表
記
に
関
し
て

は
，

法
制

レ
ベ

ル
を

編
制

，
校

内
レ

ベ
ル

を
編

成
と

し
た

）
。

　
そ

の
結

果
，

現
時

点
で

は
，

国
の

標
準

や
都

道
府

県
の
基
準
よ
り
も
少

人
数

学
級

編
制

を
既

に
採

っ
て

い
る

と
こ

ろ
は

若
干

数
（
都
道
府
県
レ
ベ

ル
で

の
少

人
数

学
級

編
制

：
都

道
府

県
8％

，
政

令
市
11％

，
市
区
町
村

レ
ベ

ル
で

の
少

人
数

学
級

編
制

：
都

道
府

県
396，

政
令
市
11％

）
に
と

ど
ま

っ
て

い
る

（
少

人
数

学
級

編
制

の
具

体
的

な
内
容
に
つ
い
て
は
不

明
）

。
し

か
し

，
法

定
編

制
学

級
の

区
分

を
越

え
た

校
内
裁
量
に
よ
る
柔

軟
な

学
級

編
成

に
関

し
て

は
，

約
3～

2割
（

都
道

府
県
36％

，
政
令
市

22％
）

が
既

に
認

め
て

い
た

。
監

査
等

を
通

じ
て

法
定
編
制
学
級
通
り
の

校
内

学
級

編
成

が
強

い
ら

れ
た

こ
と

も
あ

っ
た

と
い

う
が
，
柔
軟
性
を
増

し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
な
お
，
少
人
数
学
級
編
制
に
つ
い

て
「
今
後
検
討
し
て
み
た
い
（
△
印
）
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
幾
つ
か
見
ら

れ
た

こ
と

（
都

道
府

県
レ

ベ
ル

：
都

道
府

県
10％

，
政

令
市
22％

，
市
区

町
村

レ
ベ

ル
：

都
道

府
県

5％
，

政
令

市
33％

）
は

注
目
さ
れ
よ
う
。

［
自
由
記
述
］

次
に

，
「

例
示

の
よ

う
に

学
級

編
制

を
弾

力
化

し
地

方
や
学
校
の
裁
量

を
拡
充
す
る
方
向
に
つ
い
て
」
の
自
由
記
述
を
～
覧
で
示
す
。

　
　

　
　
都
道
府
県

◎
：

　
　

3／
3
9　

（
　

8
％

）

○
：

　
一

／
3
9
　

（
　

－
96）

△
：
　

　
4／

39
　

（
10《

ハ
6
）

　
　

政
令
市

1
／
9
　

（
1
1
％

）

一
／
9　

（
　

－
96）

2
／
9
　

（
2
2
96）

2）
特
殊
教

育
に
関
し
て
，
市
区
町
村
立
校
の
学
級
編
制

に
つ

い
て

都
道

府
県

等
の

基
準
よ
り
も
少
人
数
の
編
制
を
認
め
る
。

　
　

　
◎

：
　
　
1
／
3
9
　
（
　
3
％
）
　
　
　
　
1
／
9
　
（
1
196

）

　
　

　
○

：
　

一
／

39
（

　
－

96
）

　
　

　
一

／
9
（
　

－
9
6）

　
　
　
△
：
　
2
／
3
9　

（
　
5
％
）
　
　
　
　
3
／
9
　
（

33
％

）

3）
特

殊
教

育
に

関
し

て
，

校
内

裁
量

に
よ

る
柔

軟
な

学
級

（
学

習
グ

ル
ー
プ
等
を

含
む
）
編
成
を
認
め
る
（
例
：
単
一
障
害

学
級

・
重

複
障

害

学
級

の
枠

を
越

え
た

協
力

的
な

学
級

編
成

や
運

用
）

。

　
　

◎
：

14／
39

　
　

0：
　

一
／

3
9

　
　

△
：

　
1
／

3
9

4
）

そ
の

他

　
　

◎
：

　
1
／

3
9

　
　

0
：
　

1／
39

　
　
△
：
　
1／

39

（
3
6％

）

（
一

％
）

（
3％

）

（
3％

）

（
3％

）

（
3％

〉

2
／
9
　

（
22
9
6）

一
／

9　
（

一
％

）

1
／
9
　

（
1
1
96）

一
／

9（
一

％
）

一
／
9　

（
　

－
96）

一
／

　
9　

　
　
（
　
　
　
－
96）

　
中

央
教

育
審

議
会

答
申

「
今

後
の

地
方

教
育

行
政

の
在

り
方

に
つ

い

て
」
は
，
地

方
分
権
の
観
点
か
ら
，
中
央
統
制
的
な
学
級

編
制

の
あ

り
方

［
都
道
府
県
］

・
北
海
道
：
財
政
的
問
題
な
ど
の
課
題
も
あ
る
の
で

，
国
の
動
向
も

見
極

め
な

が
ら

，
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

・
岩

手
：

現
段

階
で

は
考

え
て

い
な

い
。

・
宮
城
：
複
数
の
特
殊
学
級
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
，
指
導
内
容

に
よ

っ
て

は
，

障
害

種
別

の
枠

を
越

え
て

合
同

で
学

習
し
た
方
が
効

果
的

と
思

わ
れ

る
場

合
，

学
習

グ
ル

ー
プ

を
編

成
し

て
い

る
。

・
秋

田
：

特
殊

学
級

に
つ

い
て

は
，

全
県

の
1学

級
の
児
童
生
徒
数

の
平
均
が
L7人

で
あ
り
，
現
実
に
少
人
数
学
級
と
な
っ
て
い
る
。

・
栃

木
：

学
級

編
制

の
弾

力
化

は
財

政
上

困
難

な
状

況
で

あ
る

。

・
群

馬
：

現
在

の
所

，
編

制
基

準
の

引
き

下
げ

は
考

え
て

い
な

い
。

国
の

動
向

を
見

守
り

た
い

。

・
東

京
1既

に
盲

・
ろ

う
・

養
護

学
校

の
学

級
編

制
基
準
の
改
善
を

学
年

進
行

で
実

施
し

た
。

現
在

の
所

，
こ

れ
以

上
の
改
善
計
画
は
考

え
て

い
な

い
が

，
国

の
「

教
職

員
配

置
の

在
り

方
等

に
関
す
る
調
査

研
究
協
力
者
会
議
」
の
検
討
結
果
を
見
て
，
研
究
し
て
い
き
た
い
。

・
神
奈
川
：
～
定
数
以
上
の
児
童
生
徒
数
の
特
殊
学

級
へ
の
教
員
加

配
。・
石
川
：
知
的
障
害
養
護
学
校
に
お
け
る
作
業
学
習

の
授
業
時
，
作

業
班

に
よ

る
グ

ル
ー

プ
別

編
成

。

・
山

梨
：

弾
力

化
，

学
校

裁
量

の
拡

充
は

必
要

で
あ

る
と

思
う

。

・
岐
阜
：
国
や
他
県
の
動
向
を
見
な
が
ら
慎
重
に
対

応
し
て
い
き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

・
静
岡
：
当
面
は
学
級
編
制
規
準
に
よ
り
算
定
で
き

る
よ
う
に
す
る

こ
と

。
予

算
が

伴
う

こ
と

で
あ

り
難

し
い

が
，

盲
・

聾
学

校
の

幼
稚

部
，

相
談
学
級
（
早
期
教
育
）
の
充
実
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

・
三
重
：
法
の
改
正
を
待
っ
て
，
学
級
編
成
の
弾
力

化
に
つ
い
て
検

討
を

す
す

め
た

い
。

・
京
都
：
「
教
職
員
配
置
の
在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者

会
議

］
の

動
向

を
見

守
っ

て
い

き
た

い
。

・
奈

良
：

予
算

編
成

上
厳

し
い

状
況

に
な

っ
て

い
る

の
で

未
定

。
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蓋
．

鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研

究
指

導
セ

ン
タ

ー
研

究
年

報
　

第
9号

　
2000年

3月
11玉

・
和

歌
山

：
地

方
や

学
校
の
裁
量
を
拡
充
す
る
方
向
に
は
賛
意
を
示

す
が

，
背

景
と

な
る

財
政
面
で
ど
れ
ほ
ど
の
自
治
体
が
独
自
事
業
と

し
て

対
応

す
る

「
力

」
が
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
各
自
治
体
の
特
殊

教
育
の
試
金
石
と
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
，
自
治
体
間
の
格
差
に

波

及
す

る
こ

と
を

紀
憂

す
る
。

・
島

根
：

国
の

動
向

を
ふ
ま
え
，
現
場
の
状
況
を
充
分
に
調
査
し
検

討
し
て
み
た
い
。

・
山

口
：

（
法

や
制

度
の
改
正
等
）
国
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

・
徳

島
：

学
級

編
制

に
つ

い
て

は
，

県
の

基
準

に
よ

り
行

っ
て

お
り

，

今
後

も
弾

力
化

，
裁

量
の
拡
充
は
考
え
て
い
な
い
。

・
佐

賀
：

総
論

と
し

て
は
望
ま
し
い
方
向
で
あ
る
と
考
え
る
が
，

実

際
の
教
職
員
配
置
を
柔

軟
に
お
こ
な
う
た
め
に
は
，
都
道
府
県
に

お

け
る
独
自
財
源
を
必
要

と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
，
財
政
的
支
援
の
強
化

が
期
待
さ
れ
る
。

・
熊

本
：

現
時

点
に

お
い
て
は
，
標
準
法
に
従
っ
て
学
級
編
制
を
実

施
し
て
い
る
。

・
鹿

児
島

：
今

後
，

検
討

し
て

ま
い

り
た

い
。

〔
政

令
指

定
都

市
］

・
仙

台
市

：
特

殊
学

級
に
，
就
学
指
導
上
で
養
護
学
校
適
切
判
断

の

子
供
が
入
級
し
て
い
る

現
状
を
ふ
ま
え
，
何
ら
か
の
検
討
が
必
要
と

考
え

る
。

・
川

崎
市

：
神

奈
川

県
と
同
一
歩
調
で
規
準
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で

い
る
。

・
横

浜
市

：
一

学
級

の
定
数
を
減
ら
す
。
補
助
教
員
や
TT
の
活
用

。

・
名

古
屋

市
：

学
級

認
可

に
つ

い
て

は
愛

知
県

の
認

可
に

従
う

。

・
神

戸
市

：
学

級
編

制
に
関
し
認
可
権
が
県
に
あ
る
現
状
で
，
学

級

編
制
基
準
を
独
自
に
設

定
す
る
予
定
，
な
い
し
そ
の
検
討
の
予
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。

・
北

九
州

市
：

挙
級

編
制
基
準
に
つ
い
て
は
，
都
道
府
県
が
定
め

る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
，
指
定
都
市
に
お
い
て
基
準
そ
の
も
の
を
設

定

す
る
余
地
は
な
い
。

　
学
級
編
制
に
関
し
て
は

財
政
問
題
と
の
絡
み
が
大
き
い
こ
と
か
ら
，

法

改
正
を
待
っ
た
り
，
国
等

の
動
向
を
見
極
め
て
検
討
し
た
い
と
す
る
と

こ

ろ
が

多
か

っ
た

（
北

海
道

，
群

馬
，

東
京

，
岐

阜
，

三
重

，
京

都
，

島

根
，
山
口
）
。
総
論
的
に

は
地
方
や
学
校
の
裁
量
拡
大
に
賛
意
を
示
し

な

が
ら
も
，
財
政
面
で
の
課
題
，
自
治
体
間
で
の
格
差
な
ど
を
危
慎
す
る

声

も
聞
か
れ
た
（
和
歌
山
，

佐
賀
）
。
な
お
，
政
令
市
に
お
い
て
は
都
道

府

県
の

定
め

に
従

っ
て

い
る
実
態
が
認
め
ら
れ
た
（
川
崎
市
，
名
古
屋
市
，

神
戸
市
，
北
九
州
市
）
。

3，
中

央
教

育
審

議
会

答
申

（
19

9
8
年

9
月

2
1
日

）
に

関
連

し
て

一
保
護
者
・
地
域
住
民
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
連
携
一

問
C
：
答
申
で
は
，
教

育
委
員
会
や
学
校
と
保
護
者
・
地
域
住
民
・

関
連

機
関

等
と

の
連

携
に
つ
い
て
も
種
々
の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
　
　
　
都
道
府
県

◎
：

　
　

3／
39　

（
　

8％
）

○
：

　
　

1／
39　

（
　

396）

△
：
　
5／

39（
1396）

　
　

政
令

市

一
／

9　
（

　
－

96）

一
／

9　
（

一
％

）

1／
9　

（
11「

≧
6）

2
）
特
殊
教
育
に
閤
し
て
（
ま
た
は
特
殊
教
育
を
含
め
て
）
，
「
学
校

評
議

員
制

度
］

を
導

入
す

る
な

ど
し

て
，

学
校

運
営

へ
の

保
護

者
・

地
域

住
民

の
参

画
・

協
力

の
促

進
に

努
め

る
。

　
　

　
◎

：
　

　
2／

39　
（

　
5％

）
　

　
　

　
一

／
9　

（
　

一
％

）

　
　
　
○
：
　

4／
39　

（
10～

｝
も

）
　

　
　

　
一

／
9　

（
　

一
％

）

　
　
　
△
：
　
　
7／

39　
（
18％

）
　
　
　
　
1／

9　
（
11％

）

3
）
特
殊
教
育
に
関
し
て
（
ま
た
は
特
殊
教
育
を
含
め
て
）
，
教
育
委

員
会

等
が

広
報

や
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
を

通
じ

て
情

報
公

開
を

積
極

的
に

行
う

。

　
　

　
◎

：
14／

39　
（

36～
≧

6）
　

　
　

　
一

／
9　

（
　

一
％

）

　
　

　
○

：
　

2／
39　

（
　

5％
）

　
　

　
　

一
／

9　
（

　
－

96）

　
　
　
△
：
　
　
5／

39　
（
1396）

　
　
　
　
1／

9　
（
1196）

4
）

特
殊

教
育

に
閤

し
て

（
ま

た
は

特
殊

教
育

を
含

め
て

）
，

社
会

教
育
・

生
涯

学
習

や
福

祉
・

医
療

・
保

健
衛

生
・

労
働

な
ど

の
行

政
及

び
閨

連
機

関
と

連
携

し
た

り
，

盲
・

聾
’

萎
護

学
校

等
を

地
域

の
拠

点
と

し
て
活
用

し
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
広
く
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
育
成
に
努
め
る

。

　
　
◎
．

　
　
○
：

　
　
△
：

5）
そ

の
他

　
　

◎
1

　
　

0：

　
　
△
：

14／
39　

（
36％

）
　
5／

39　
（
13「

〕
6）

13／
39　

（
33％

）

一
／

39　
（

　
一

一
『

箔
）

一
／

39　
（

　
一

一
撃

る
）

一
／

39　
（

　
一

撃
6）

1／
9　

（
1196）

一
／

9　
（

　
一

％
）

4／
9　

（
4496）

一
／

9（
一

％
）

一
／

9　
（

一
％

）

一
／

9　
（

　
－

96）

　
中
央
教
育
審
議
会
答
申
r今

後
の
地
方
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ

い

て
」
は
，
教
育
委
員
会
や
学
校
と
保
護
者
・
地
域
住
民
・
関
連
機
関
等

と

の
連

携
に

つ
い

て
も

種
々

の
提

言
を

行
っ

て
い

る
。

そ
の

内
，

r特
殊

教

育
」
に
灘
連
し
て
（
ま
た
は
「
特
殊
教
育
」
を
含
め
て
）
，
①
保
護
者
・

地
域

住
民

の
地

方
教

育
行

政
へ

の
参

画
・

協
力

の
促

進
（

「
地

域
教

育
連

絡
協
議
会
」
等
の
設
置
）
，
②
学
校
運
営
へ
の
参
画
・
協
力
の
促
進
（
「
学

校
評

議
員

制
度

」
等

の
導

入
）

，
③

積
極

的
な

情
報

公
開

（
広

報
や

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

1・
）

，
④

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
育

成
（

関
連

機
関

と
の

連
携

，

盲
・

聾
・

養
護

学
校

等
の

地
域

挺
点

活
用

）
の

4施
策

に
関

し
て

問
う
た

の
が
問
Cで

あ
る
。

　
そ

の
結

果
，

地
方

教
育

行
政

（
都

道
府

県
8％

，
政

令
市

一
％

）
並
び

に
学

校
運

営
（

都
道

府
県

5％
，

政
令

市
一

96）
へ

の
保

護
者

や
地

域
住

民
の

参
画

・
協

力
の

促
進

に
既

に
取

り
組

ん
で

い
る

と
こ

ろ
は

若
干

数
に

と
ど

ま
っ

て
い

る
も

の
の

，
情

報
公

開
及

び
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

育
成

は
1／

3強
の

都
道

府
県

（
36％

）
が

既
に

取
り

組
ん

で
い

た
。

　
地

方
教

育
行

政
や

学
校

運
営

へ
の

保
護

者
・

地
域

住
民

の
参

画
・

協
力

の
促

進
は

，
情

報
公

開
や

盲
・

聾
・

養
護

学
校

等
の

地
域

拠
点

活
用
な
ど

に
比

し
て

現
時

点
で

は
未

だ
低

調
で

あ
っ

た
が

，
「

今
後

検
討

し
て
み
た

い
（

△
印

）
」

が
幾

っ
か

見
ら

れ
た

こ
と

（
地

方
教

育
行

政
：

都
道
府
県

1
3
％

，
政

令
市

11％
，

学
校

運
営

：
都

道
府

県
1896，

政
令

市
11％

〉
は

注
翼

で
き

よ
う

。

　
以
下
の
施
策
に
関
し
て

，
同
様
に
◎
，
○
，
△
の
三
択
式
で
回
答
を

求

め
た

。

［
結

果
］

1
）

特
殊

教
育

に
関

し
て
（
ま
た
は
特
殊
教
育
を
含
め
て
）
，
「
地
域
教
育

連
絡

協
議

会
」

等
を

設
置
す
る
な
ど
し
て
，
保
護
者
・
地
域
｛
主
民
の
意
向

の
積
極
的
な
把
握
・
反
映
と
地
方
教
育
行
政
へ
の
参
画
・
協
力
の
促

進
に

努
め
る

。

［
自
由
記
述
］

次
に
，
「
例
示
の
よ
う
に
保
護
者
・
地
域
住
民
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ

と
の
連
携
を
深
め
る
方
向
に
つ
い
て
」
の
自
由
記
述
を
～
覧
で
示
す
。

［
都
道
府
県
］

・
北
海
道
：
地
域
の
教
育
資
源
や
人
材
の
活
用
，
地
域
行
事
へ
の

参

加
等

，
学

習
指

導
に

直
接

か
か

わ
る

も
の

か
ら

連
携

を
深

め
て

い
き



㌘

茎
1
2

渡
部
　
昭
男
　
中
央
教
育
諸

答
申

の
「

特
殊

教
育

」
に

係
る

地
方

教
育

施
策

に
関

す
る

調
査

研
究

た
い
。

・
青

森
：
学
校
施
設
や
学
校
機
能
の
開
放
を
積
極
的

に
推
進
し
，
地

域
の
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
情
報
提
供
セ
ン
タ
ー

と
し

て
の

活
用

を
図
る
こ
と
が
必
要
。

・
宮

城
：
県
教
委
及
び
特
殊
教
育
セ
ン
タ
ー
の
広
報

紙
の
発
行
と
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
通
じ
た
情
報
公
開
。
特
殊
教
育
セ
ン

タ
ー

で
の

公

開
講
座
・

移
動
講
座
の
開
催
。
特
殊
教
育
諸
学
校
相
談

処
理

委
員

会

の
設

置
。

・
秋

田
：

項
目

1は
障

害
児

教
育

推
進

協
議

会
，

項
目

4
は

障
害

児

総
合
支
援
事
業
。

・
東

京
：

学
校
管
理
運
営
規
則
の
策
定
を
契
機
に
「
学
校
運
営
連
絡

協
議

会
」
「
学
校
評
価
委
員
会
」
等
を
整
備
し
，
地
域

住
民
等
の
参
画

と
連

携
を
図

る
予

定
で

あ
る

。

・
富

山
：

交
流
教
育
の
充
実
を
図
り
，
特
殊
教
育
の
理
解
や
認
識
を

深
め

た
り

，
地
域
の
中
で
児
童
生
徒
を
育
て
る
よ
う
に
し
て
い
く
。

・
石

川
：

交
流

に
関

す
る

連
絡

協
議

会
。

・
山

梨
：
望

ま
し

い
こ

と
で

あ
る

と
思

う
。

・
長

野
：
広

報
誌

の
活

用
，

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
（

総
合

セ
ン

タ
ー

）
。

・
岐

阜
：
今

後
の

検
討

課
題

で
あ

る
。

・
静

岡
：
小
・
中
学
校
の
よ
う
に
盲
・
聾
・
養
護
学
校
が
地
域
の
学

校
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
。
そ
の
た
め
に
，

通
級

制
度

の

充
実
を
図
り
，
心
身
障
害
児
の
た
め
の
地
域
の
セ
ン

タ
ー

と
し

て
の

役
割

を
担

う
よ

う
に

す
る

。

・
和

歌
山

：
保
護
者
や
地
域
，
関
係
機
関
と
の
連
携
を
深
め
，
障
害

児
へ

の
支

援
の

幅
が

広
が

る
こ

と
は

望
ま

し
い

と
考

え
る

。
同

時

に
，

こ
れ

ら
の
連
携
が
障
害
児
理
解
及
び
特
殊
教
育
全
般
に
関
す
る

理
解

啓
発

の
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

・
島

根
：
養
護
学
校
を
考
え
る
会
等
で
地
域
の
方
々
が
養
護
学
校
の

今
後
を
考
え
る
場
を
設
け
て
い
る
学
校
も
あ
る
。
知
的

養
護

学
校

で

は
進
路
を
中
心
と
し
た
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に

取
り

組
ん

で

い
る
地
域

も
あ
り
，
今
後
注
目
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
と

考

え
る

。

・
徳

島
：
学
校
運
営
上
，
学
校
の
主
体
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
な

連
携

を
す

す
め

る
必

要
が

あ
る

。

・
佐

賀
：

答
申
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
，
慎
重
に
検
討
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考

え
て
い
る
。

・
熊

本
：

学
校
を
主
体
と
し
て
，
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
連
携
を
深

め
る

方
向
で
の
取
組
は
大
切
で
あ
る
と
思
う
。

［
政

令
指
定
都
市
］

・
仙
台
市

：
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
の
実

現
を

図
る

た

め
，
必
要

と
考
え
る
。

・
川

崎
市
：
基
本
的
に
は
前
向
き
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

が
，

庁
内

で
の
審
議
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
保
護
者
・
地
域
住
民
の
参
画
・
協
力
を
促
進
す
る
具
体

的
な

方
策

と
し

て
は

，
「

障
害

児
教

育
推

進
協

議
会

」
（

秋
田

）
や

「
学

校
運

営
連

絡
協

議

会
」
「
学
校
評
価
委
員
会
」
（
東
京
）
と
い
う
名
称
が
挙

げ
ら

れ
て

い
た

（
保
護
者
や

住
民
の
参
画
・
協
力
の
内
容
は
不
明
）
。

4
．
教

育
課

程
審

議
会

答
申

（
19

9
8年

7
月

2
9
日

）
に
関

連
し

て

問
1）

：
教
課
審
答
申
を
受
け
て
，
19
98
年
12
月
に
新

し
い
幼
稚
園
教

育
要

領
，

小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
，

高
校
と
盲
・

聾
・
養
護
学
校
に
関
し
て
は
1
9
99

年
3
月
に
告
示
が
予

定
さ

れ
て

い

ま
す
。
（

注
：
調
査
実
施
時
点
で
の
記
述
）

　
以

下
の

施
策

に
つ

い
て

，
同

様
に

◎
，

○
，

△
の

三
択
式
で
回
答
を
求

め
た
。

［
結

果
］

1）
早
期
か
ら
の
適
切
な
教
育
的
対
応
を
進
め
る
意
昧
か
ら
，
盲
・
聾
・

養
護

学
校

に
お

い
て

3歳
未

満
児

の
教

育
相

談
を

行
う

。

　
　
　
都
道
府
県

◎
：

35／
39（

90～
洛

）

○
：

　
一

／
39　

（
　

－
96）

△
：

　
1／

39　
（

　
396）

　
　

政
令

市

3／
9　

（
3396）

一
／

9　
（
　
－
96）

一
／

9　
（
　
－
96）

2）
盲

・
聾

・
養

護
学

校
の

専
門

性
を

広
く

活
用

す
る

観
点
か
ら
，
小
・

中
・

高
等

部
に

お
い

て
在

籍
児

以
外

を
対

象
に

地
域

に
開
か
れ
た
教
育
相

談
を

行
う

。

　
　
　
◎
：
32／

39（
8296）

　
　
　

1／
9
（
1196）

　
　

　
○

：
　

　
3／

39　
（

　
896）

　
　

　
　

一
／

9　
（
　

－
96）

　
　
　
△
：
　
3／

39　
（
8％

）
　
　
　
　
4／

9　
（

4496）

3）
個
別
の
指
導
計
画
を
作
成
し
，
個
々
の
実
態
を
的
確

に
把
握
し
て
，

そ
れ

に
応

じ
て

き
め

細
か

な
指

導
を

行
う

。

　
　
　
◎
：
16／

39　
（
41％

）
　
　
　
　
3／

9　
（

3396）

　
　
　
○
：
10／

39　
（
2696）

　
　
　
　
3／

9　
（

3396）

　
　
　
△
：
　
　
4／

39　
（
1096）

　
　
　
　
1／

9　
（
11％

）

4）
高

等
部

に
お

い
て

，
生

徒
の

主
体

的
な

学
習

活
動
を
促
し
，
学
習

の
選

択
幅

を
拡

大
す

る
こ

と
を

ね
ら

い
と

し
て

，
他

の
教
育
機
関
に
お
け

る
学
習
成
果
等
の
単
位
の
認
定
（
単
位
互
換
等
）
を
行
う

。

　
　
　
◎
：
　
　
1／

39　
（
　
3～

ハ
6）

　
　
　
　
一
／
9　

（
　

－
96）

　
　
　
○
：
　
5／

39（
1396）

　
　
　
1／

g（
ユ
196）

　
　

　
△

：
　

6／
39（

15％
）

　
　

　
一

／
9（

　
－

96）

5）
学

習
障

害
児

へ
の

対
応

に
関

し
て

，
学

校
教

育
に

お
い
て
教
育
上
配

慮
す

べ
き

障
害

の
一

つ
で

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

広
く

啓
発
を
図
り
，
特
殊

教
育

の
専

門
家

の
指

導
・

助
言

を
得

な
が

ら
テ

ィ
ー

ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
や

通
級
に
よ
る
指
導
等
を
活
用
し
た
手
だ
て
を
講
じ
る
。

　
　
◎
．
　
5／

39

　
　
0：

　
3／

39
　
　
△
：
21／

39
6）

そ
の

他

　
　
◎
：
　
一
／
39

　
　
0：

　
一
／
39

　
　
△
：
　
一
／
39

（
13％

）

（
8％

〉

（
54％

）

（
－

96）

（
一

％
）

（
一

％
）

2／
9　

（
2296）

3／
9　

（
3396）

2／
9　

（
2296）

一
／

9（
一

％
）

一
／

9　
（
　
－
96）

一
／

9（
一

％
）

　
教
育
課
程
審
議
会
答
申
（
1998年

7月
29副

は
，
｜
特

殊
教

育
」

に

関
連

し
た

提
言

も
行

っ
て

い
る

。
そ

の
内

，
①

盲
・

聾
・
養
護
学
校
に
お

け
る

3歳
未

満
児

の
教

育
相

談
，

②
教

育
相

談
の

地
域

へ
の
開
放
，
③
個

別
指

導
計

画
の

導
入

，
④

高
等

部
段

階
に

お
け

る
高

校
等
と
の
交
換
授
業

（
単
位
互
換
）
，
⑤
学
習
障
害
児
へ
の
対
応
の
5施

策
に
つ
い
て
問
う
た
の

が
問
Dで

あ
る
。

　
そ

の
結

果
，

①
3歳

未
満

児
の

教
育

相
談

（
都

道
府

県
9096，

政
令
市

33％
）

及
び

②
教

育
相

談
の

地
域

へ
の

開
放

（
都

道
府

県
82％

，
政
令
市

11％
）

は
既

に
約

9～
8割

の
都

道
府

県
で

実
施

さ
れ

て
い
た
。
③
個
別

指
導

計
画

の
導

入
に

関
し

て
は

，
新

学
習

指
導

要
領

に
盛
り
込
ま
れ
る
こ

と
も

あ
っ

て
，

約
7割

が
既

実
施

（
◎

印
）

及
び

取
り
組
み
予
定
（
○

印
）

で
あ

っ
た

（
◎

・
○

を
併

せ
て

，
都

道
府

県
67％

，
政

令
市

66％
）

。

⑥
学
習
障
害
児
へ
の
対
応
は
，
既
実
施
は
約
1～

2割
（

都
道

府
県

13

％
，

政
令

市
22％

）
で

あ
っ

た
が

，
「

取
り

組
む

予
定

で
あ

る
」

「
今

後
検

討
し

て
み

た
い

」
ま

で
含

め
る

と
8割

弱
（

◎
・

○
・

△
を
併
せ
て
，
都

道
府

県
75％

，
政

令
市

77％
）

と
い

う
関

心
の

高
さ

を
示
し
た
。
こ
れ
ら

に
対

し
て

，
④

高
等

部
段

階
に

お
け

る
高

校
等

と
の

交
換
授
業
（
単
位
互

換
等

）
に

つ
い

て
は

，
「

今
後

検
討

し
て

み
た

い
」

ま
で
含
め
て
都
道
府



鳥
取

大
学

教
育

地
域

科
学

部
教

育
実
践

研
究

指
導

セ
ン

タ
ー

研
究

年
報

　
第

9号
　

2000年
3月

113

県
で

約
3割

（
◎

・
○

・
△
を
併
せ
て
，
都
道
府
県
3
1％

，
政
令
市
11

％
）
と

，
関

心
が

よ
う

や
く
広
が
り
始
め
た
状
況
で
あ
っ
た
。

［
自
由
記
述
］

　
次
に
，
「
例
示
の
よ
う

に
教
育
課
程
の
改
善
に
関
連
し
た
施
策
を
進

め

る
方

向
に

つ
い

て
」

の
自
由
記
述
を
一
覧
で
示
す
。

　
学

習
障

害
児

へ
の

対
応

に
関

し
て

は
，

「
学

習
障

害
児

等
指

導
相

談
事

剰
「

学
習

障
害

児
等

調
査

研
究

協
力

校
」

な
ど

，
文

部
省

の
事

業
を
通

じ
て
地
方
自
治
体
の
関
心
が
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
ま

た
，

都
道

府
県

で
の

試
行

率
が

高
か

っ
た

教
育

稲
談

に
つ

い
て

は
，

む
し

ろ
国

の
レ

ベ
ル

で
の

財
政

保
障

（
教

育
相

談
担

当
ス

タ
ッ

フ
の

正
式

配
置

な
ど

）
が

要
望

さ
れ

て
い

た
。

［
都
道
府
県
］

・
北
海
道
：
各
種
審
議

会
等
の
答
申
を
受
け
，
今
年
度
よ
り
「
第
3

次
北
海
道
教
育
長
期
総
合
計
画
」
を
実
施
し
，
2
1
世
紀
に
向
け
た
学

校
教

育
改

革
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

・
秋

田
：

乳
幼

児
か

ら
障
害
が
確
定
さ
れ
や
す
い
聴
覚
障
害
乳
幼
児

を
対

象
に

，
早

期
教

育
相
談
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

・
栃
木
：
個
に
応
じ
た

指
導
を
充
実
す
る
た
め
，
平
成
1
0
年
か
ら

2

か
年

を
か

け
て

指
導

資
料
を
作
成
し
て
い
る
。

・
東

京
：

新
学

習
指

導
要
領
の
告
示
を
待
っ
て
，
各
障
害
種
別
の
教

育
課
程
編
成
資
料
の
作
成
を
行
う
。
特
に
重
点
と
し
て
，
高
等
部
の

職
業

教
育

の
充

実
に

つ
い
て
，
検
討
を
進
め
て
い
る
。

・
富
山
：
学
習
障
害
児

等
へ
の
対
応
に
関
し
て
，
平
成
8
年
度
よ
り

文
部

省
委

嘱
の

「
学

習
障

害
児

等
指

導
相

談
事

業
」

を
行

っ
て

い
る

。

・
岐

阜
：

項
目

1
・

2
に

つ
い

て
は

各
盲

・
聾

・
養

護
学

校
に

お
い

て
随
時
相
談
に
応
じ
て

い
る
。
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
，
今
後
の

検

討
課
題
で
す
。

・
静

岡
：

教
育

相
談

に
と

ど
ま

ら
ず

，
超

早
期

教
育

の
充

実
を

図

る
。
卒
業
後
の
社
会
参
加
・
社
会
自
立
を
見
通
し
，
個
に
応
じ
た

職

業
教
育
の
充
実
，
就
業
促
進
の
た
め
の
諸
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク

の
充
実
を
図
る
。

・
愛

知
：

平
成

10
・

11
年
度
に
学
習
障
害
児
等
指
導
相
談
事
業
及
び

学
習
障
害
児
等
調
査
研
究
協
力
校
の
事
業
を
受
け
て
取
り
組
ん
で

い

る
。

・
和
歌
山
：
平
成
9・

1
0年

度
と
早
期
教
育
相
談
の
在
り
方
に
関
す

る
文
部
省
委
嘱
事
業
を
受
け
，
調
査
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

平

成
1
1年

度
は
，
医
療
・
福
祉
関
連
分
野
と
の
連
携
に
つ
い
て
各
地

域

に
設
置
し
て
い
る
特
殊
教
育
諸
学
校
を
核
と
し
た
早
期
教
育
相
談

体

制
の
シ
ス
テ
ム
化
を
研
究
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
養
護
学
校
に

お

け
る
幼
稚
部
の
実
現
に

は
，
教
員
配
置
や
施
設
面
等
で
多
く
の
ハ

ー

ド
ル

が
あ

る
と

考
え

る
と

同
時

に
，

0
～

2
歳

児
を

対
象

と
し

た
超

早
期
教
育
相
談
の
実
施
を
求
め
る
声
が
盲
・
聾
学
校
か
ら
あ
が
っ

て

お
り
，
今
後
の
国
の
動
向
を
見
守
り
た
い
の
が
各
自
治
体
の
本
音
で

は
な
か
ろ
う
か
。
本
県

に
お
い
て
は
，
ろ
う
学
校
高
等
部
に
お
い

て

県
立
商
業
学
校
と
の
校

種
を
越
え
た
学
校
間
連
携
を
平
成
8年

度
か

ら
全

国
で

初
め

て
実

施
し
て
お
り
，
互
い
の
学
校
で
学
ん
だ
学
習
を

単
位

と
し

て
相

互
に

認
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

・
高

知
：

学
習

障
害

児
に
関
す
る
研
修
・
講
習
に
つ
い
て
，
現
在
検

討
し
て
い
る
。

・
佐

賀
：

慎
重

に
検

討
を

進
め

て
い

き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

・
熊

本
：

障
害

の
あ

る
幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
障
害
の
状
態
に
応
じ

て
，
個
別
の
指
導
を
き
め
細
か
く
行
っ
て
い
く
方
向
は
大
変
意
義
が

あ
る
と
考
え
る
。
小
中
高
と
特
殊
教
育
諸
学
校
が
可
能
な
方
法
で
相

互
に
学
校
開
放
を
行
い

，
交
流
し
合
う
こ
と
は
大
変
意
義
が
あ
る

と

考
え

る
。

［
政

令
指

定
都

市
］

・
川
崎
市
：
項
目
1
は

，
聾
学
校
の
み
実
施
。
項
目
2
は
，
あ
く
ま

で
ひ

と
つ

の
方

向
性

と
し
て
今
後
検
討
し
て
み
た
い
。
項
目
5は

，

情
緒

の
通

級
制

度
に

つ
い
て

検
討

中
。

5
．

教
育

職
員

養
成

審
議

会
答

申
（

第
一

次
1997年

7月
28日

，
第
二

次
1
998年

佃
月

29日
）

に
関

連
し

て

問
E
：

教
養

審
答

申
を

受
け

て
，

1998年
に

は
教

育
職

員
免

許
法

が

改
正

さ
れ

，
1999年

度
の

大
学

等
入

学
者

か
ら

新
し

い
制

度
が

適
用

さ
れ

始
め

ま
す

。
（

注
：

調
査

実
施

時
点

で
の

記
述

）

　
以

下
の

施
策

に
つ

い
て

，
同

様
に

◎
，

○
，

△
の

3択
式

で
回

答
を

求

め
た
。

［
結
果
］

1
）

特
殊

教
育

に
関

す
る

教
員

養
成

の
在

り
方

・
進

め
方

（
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
等

）
に

つ
い

て
，

最
寄

り
の

特
殊

教
育

教
員

の
養

成
大

学
・

学
部

等
と

協
議

な
ど

を
行

う
。

　
　
　
都
道
府
県

◎
　

　
9／

39　
（
2396）

○
　

　
一

／
39　

（
　

－
96）

△
　

　
5／

39　
〈
13～

〕
6）

　
　
政
令
市

一
／

9　
（

　
－

96）

一
／

9（
一

％
）

2／
9　

（
2296）

2
）

特
殊

教
育

に
関

す
る

教
諭

免
許

状
を

重
視

し
て

，
盲

・
聾

・
養
護
学

校
に
お
け
る
教
員
の
採
用
や
人
事
配
置
を
行
う
。

　
　

　
◎

：
21／

39　
（

54％
）

　
　

　
　

2／
9　

（
22～

ハ
6＞

　
　

　
（

）
：

　
　

3／
39　

（
　

896）
　

　
　

　
一

一
／

9　
（

　
一

～
｝

6）

　
　

　
△

：
　

　
5／

39　
（

1396）
　

　
　

　
　

2／
9　

（
2296）

3
）

特
殊

教
育

に
関

す
る

教
諭

免
許

状
を

重
視

し
て

，
75条

学
級

（
特
殊

学
級
）
や
通
級
指
導
に
お
け
る
教
員
の
採
用
や
人
事
配
置
を
行
う
。

　
　
　
◎
：
12／

39　
（
3196＞

　
　
　
　
2／

9　
（
2296）

　
　

　
〇

二
　

　
3／

39　
（

　
896）

　
　

　
　

一
／

9　
（

　
－

96）

　
　

　
△

：
　

　
5／

39　
（

13％
）

　
　

　
　

2／
9　

（
22％

）

4
）

通
常

の
学

級
に

特
別

な
ニ

ー
ズ

を
持

つ
子

ど
も

が
在

籍
し

て
い

る
こ

と
に

対
処

す
る

た
め

に
，

特
殊

教
育

に
関

す
る

教
諭

免
許

状
を

考
慮
し

て
，
通
常
学
級
教
員
の
採
用
や
人
事
配
置
を
行
う
。

　
　

　
◎

：
　

　
1／

39　
（

　
3％

）
　

　
　

　
一

／
9　

（
　

－
96）

　
　

　
○

：
　

　
1／

39　
（

　
396）

　
　

　
　

一
／

9　
（

　
－

96）

　
　
　
△
：
10／

39　
（
26％

）
　
　
　
　
2／

9　
（
22％

）

5
）

特
殊

教
育

に
お

い
て

，
社

会
人

な
ど

の
特

別
非

常
勤

講
師

制
度
を
活

用
す

る
。

　
　

　
◎

：
　

　
5／

39　
（

13％
）

　
　

　
　

2／
9　

（
2296）

　
　

　
（

）
：

　
　

4／
39　

（
10％

）
　

　
　

　
一

／
9　

（
　

－
96）

　
　
　
△
：
　
　
9／

39　
（
239も

＞
　
　
　
　
1／

9　
（
11％

）

6
）

特
殊

教
育

に
お

い
て

，
養

護
訓

練
な

ど
の

特
別

免
許

状
制

度
を

活
用

す
る
。

　
　
　
◎
：
　
　
1／

39　
（
　
3％

）
　
　
　
　
1／

9　
（
1196）

　
　

　
○

：
　

一
／

39　
（

　
一

％
）

　
　

　
　

一
／

9　
（

　
－

96）

　
　

　
△

：
　

8／
39　

（
21％

）
　

　
　

　
1／

9　
（

11％
）

7
）

知
的

障
害

児
の

教
育

に
関

し
て

，
基

礎
免

許
状

に
よ

る
担

当
部

・
教

科
に

よ
る

制
約

等
を

越
え

て
，

必
要

な
部

・
教

科
の

担
当

を
認

め
る
等
の

弾
力

的
な

運
用

を
行

う
。

　
　

　
◎

：
　

　
8／

39　
（

21％
）

　
　

　
　

2／
9　

（
22％

）

　
　

　
○

：
12／

39　
（

3196）
　

　
　

　
一

一
／

9　
（

　
－

96）

　
　
　
△
：
　
6／

39（
1596）

　
　
　
2／

9（
2296）
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渡
部
　
昭
男
　
中
央
教
育
諸

答
申

の
「

特
殊

教
育

」
に

係
る

地
方

教
育

施
策

に
関

す
る

調
査

研
究

8）
特
殊
教
育
に
関
し
て
，
で
き
る
限
り
多
く
の
現
職
教
員

が
修

士
レ

ベ

ル
の

教
育

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
条
件
整
備
を
進
め
る
。

　
　

◎
：

　
　

○
：

　
　
△
：

9）
そ

の
他

　
　

◎
：

　
　

○
：

　
　

△
’

8
／
3
9　

（
21
9
6）

一
／
3
9（

　
－
9
6
）

3
／
3
9　

（
　
8
9
6）

一
／
39

　
（
　
－
96

）

～
／
39　

（
　
－
96）

一
／
39

　
（
　
－
96

）

一
／

9
　

（
一

％
）

一
／

9
　

（
一

％
）

2
／
9
　
（
22
9
6）

一
／

9
　

　
－

％
）

一
／

9
　

　
－

％
）

一
／

9
　

　
－

％
）

　
教
育
職
員
養

成
審
議
会
答
申
に
関
連
し
て
，
8
施
策
に
つ

い
て

問
う

た

の
が

問
E
で

あ
る
。

　
そ

の
結

果
，

「
特

殊
教

育
」

教
員

養
成

機
関

と
の

協
議
は

，
約

1
／

3

の
都
道
府
県
が

既
実
施
（
◎
印
：
2
3
96

）
な
い
し
「
今
後
検

討
し

て
み

た

い
」

（
△

印
：
1
3
％
）
と
し
て
い
た
。
「
特
殊
教
育
」
に
関
す
る
教
諭
免
許

状
に
隣
し
て
は
，
盲
・
聾
・
養
護
学
校
（
◎
・
○
・
△
を
併

せ
て

，
都

道

府
県
7
5％

，
政
令
市
44

％
）
＞
7
5条

学
級
（
同
，
都
道
府
県

5
2％

，
政

令

市
44
％
）
〉
通

常
学
級
（
同
，
都
道
府
県
32

％
，
政
令
市

22％
）

の
順

で

採
用

や
人

事
配

置
に

際
し

て
考

慮
し

て
い

る
・

考
慮

し
た

い
と

し
て

い

た
。

通
常

学
級

に
関

し
て

も
約

3
～

2
割

が
考

慮
す

る
方

向
で

回
答

を
寄

せ
て

い
た

こ
と

は
注

欝
さ

れ
よ

う
。

　
社

会
人

な
ど
の
特
別
非
常
勤
講
師
の
活
用
へ
の
関
心
は
約
4
～
3割

（
◎

・
○

・
△
を

併
せ

て
，

都
道

府
県

4
6％

，
政

令
市

3
3％

）
で

あ
る

が
，

養
護
訓
練
な
ど

の
特
別
免
許
状
の
活
用
に
関
し
て
は
2
割
強
（

同
，

都
道

府
県
2
4％

，
政

令
市
22

9
6
）
で
あ
っ
た
。
知
的
障
害
教
育

に
お

い
て

基
礎

免
許

状
の

制
約

を
越

え
た

弾
力

的
な

運
用

は
，

約
7
～

4
割

（
同

，
都

道

府
県
6
7％

，
政
令
市
44

％
〉
が
関
心
を
示
し
て
い
た
。
修

士
レ

ベ
ル

の
教

育
・

研
修

の
保

障
に

関
し

て
は

約
3
～

2
割

（
同

，
都

道
府

県
29
％

，
政

令
市

22％
）

が
関

心
を

持
っ

て
い

た
。

田
由
記
述
］

　
次
に
，
「
例

示
の
よ
う
に
教
員
養
成
・
採
用
・
研
修
等

に
関

連
し

た
施

策
を

進
め

る
方
向
に
つ
い
て
」
の
自
由
記
述
を
一
覧
で
示
す

。

［
都
道
府
県
］

・
北

海
道

1
各

種
審

議
会

の
答

申
は

，
教

員
の

資
質

能
力

の
向

上

や
，

よ
り

適
切

な
人

事
管

理
等

を
求

め
た

も
の

と
受

け
と

め
て

お

り
，

保
護

者
や
地
域
住
民
の
学
校
へ
の
信
頼
を
確
保
し
，

特
色
あ
る

学
校
づ
く
り
や
，
子
供
達
を
取
り
巻
く
様
々
な
課
題
に
適

切
に

対
応

す
る
た
め
に
，
国
の
動
向
を
見
極
め
な
が
ら
，
諸
課
題

に
つ

い
て

検

討
し
て
ま
い
り
た
い
。

・
青
森
：
障
害
児
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応

す
る

た

め
，

特
殊

教
育
担
当
教
員
に
対
し
て
，
よ
り
一
層
の
資
質

の
向
上
を

図
る
こ
と
が

必
要
。
研
修
の
積
極
的
推
進
，
特
殊
教
育
に

関
す

る
免

許
取

得
の

た
め

の
認

定
講

習
の

拡
充

。

・
宮
城
：
項

目
8
に
つ
い
て
，
大
学
院
派
定
事
業
で
特

殊
教

育
諸

学

校
か
ら
の
派
遣
者
を
1
名
以
上
確
保
す
る
よ
う
考
慮
し
て

い
る

。

・
秋

田
：

本
県
の
特
殊
教
育
諸
学
校
の
教
員
の
特
殊
教
育
に
関
す
る

教
諭

免
許

状
の
保
有
率
は
9
0．

1
％
で
あ
る
。
専
門
性
を

生
か
し
た
指

導
実

践
力

の
向
上
を
め
ざ
し
て
い
る
。
特
殊
学
級
担
当
教

員
は
35．

6

％
で

，
こ

れ
を
高
め
る
施
策
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。

・
東

京
：

教
員
の
専
門
性
の
向
上
を
目
指
し
て
，
次
の
よ

う
な
方
向

を
考

え
て

い
る
。
①
採
用
一
特
殊
教
育
を
専
攻
し
た
熱
意
あ
る
教
員

が
採
用
で
き
る
よ
う
選
考
方
法
の
検
討
を
行
う
。
ま
た

，
特

殊
教

育

免
許

状
を

所
持
し
て
い
な
い
教
員
に
は
，
単
位
認
定
講
習
の
受
講
を

義
務
付
け
る
。
②
研
修
一
指
定
研
修
，
一
般
研
修
の
内
容

検
討

を
行

い
，
実
践
的
指
導
力
の
あ
る
教
員
を
養
成
す
る
。

・
石
川
：
項
目
5は

，
盲
学
校
理
療
科
特
殊
教
科
の
み
。

・
岐
阜
：
国
や
他
県
の
動
向
を
見
な
が
ら
，
慎
重
に
対
応
し
て
い
き

た
い
と
考
え
る
。

・
静

岡
：

現
職

教
員

の
研

修
に

つ
い

て
は

，
今

後
5年

間
の
研
修
指

針
を

作
成

し
，

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
ご

と
に

必
要

な
研

修
を
位
置
付
け

て
実
施
す
る
。

・
三
重
：
大
学
院
派
遣
に
つ
い
て
は
，
国
の
定
数
措
置
を
待
っ
て
検

討
す

る
。

・
熊

本
：

今
後

慎
重

に
検

討
し

て
行

き
た

い
。

［
政

令
指

定
都

市
］

・
仙

台
市

：
必

要
が

あ
る

と
考

え
る

。

・
川
崎
市
：
本
市
に
お
い
て
は
，
採
用
規
模
か
ら
し
て
も
，
特
殊
教

育
の

別
枠

採
用

は
考

え
て

い
な

い
。

そ
の

た
め

，
免

許
状
の
認
定
講

習
の

奨
励

や
，

市
総

合
教

育
セ

ン
タ

ー
研

修
の

充
実

に
努
め
て
い

る
。
ま
た
，
専
門
職
員
を
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
派

遣
す
る
制

度
な

ど
に

つ
い

て
も

起
案

中
で

あ
る

。

　
秋

田
県

は
，

特
殊

教
育

に
関

す
る

教
諭

免
許

状
を

重
視
す
る
独
自
施
策

を
採

っ
て

お
り

，
所

持
率

の
高

い
こ

と
が

特
徴

で
あ

る
。

ま
た
，
川
崎
市

が
起
案
中
の
「
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度
」
も
注
目
さ

れ
よ
う
。

6．
学

校
教

育
改

革
全

般
に

つ
い

て
の

意
見

　
最

後
に

，
「

特
殊

教
育

を
含

む
21世

紀
に

向
け

た
学

校
教
育
改
革
全
般

に
つ

い
て

」
の

自
由

意
見

を
一

覧
で

示
す

。

［
都
道
府
県
］

・
青
森
：
特
殊
教
育
に
つ
い
て
は
，
一
人
一
入
の
幼
児
・

児
童
・
生

徒
の

「
生

き
る

加
を

は
ぐ

く
み

，
可

能
な

限
り

社
会

参
加
・
自
立

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

，
障

害
の

種
類

や
程

度
・

特
性
等
に
配
慮

し
，

個
に

応
じ

た
教

育
を

進
め

る
こ

と
が

必
要

。

・
宮
城
：
特
殊
教
育
や
障
害
児
に
対
す
る
理
解
・
啓
発
の

一
層
の
推

進
と

交
流

教
育

の
充

実
。

保
健

，
福

祉
，

医
療

，
労

働
等
の
関
係
機

閤
と

の
密

接
な

連
携

・
協

力
の

促
進

。

・
秋
田
：
幼
児
児
童
生
徒
の
障
害
の
重
度
・
重
複
化
，
多

様
化
に
対

応
す

る
た

め
，

保
健

，
医

療
福

祉
，

労
働

等
の

関
係

機
関
と
の
具

体
的

な
連

携
を

図
っ

て
い

か
な

け
れ

ば
，

個
々

の
多

様
な
ニ
ー
ズ
に

対
応

し
た

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
を

見
通

し
た

学
校

教
育

は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

・
栃
木
：
盲
・
聾
・
養
護
学
校
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
障

害
種
別
ご

と
の
設
置
，
地
域
の
養
護
学
校
で
の
受
け
入
れ
〉
。
進
路

指
導
・
職

業
教

育
の

充
実

に
つ

い
て

。
医

療
的

ケ
ア

を
必

要
と

す
る
児
童
生
徒

に
対

す
る

教
育

の
充

実
に

つ
い

て
。

・
東

京
：

社
会

の
変

化
，

保
護

者
の

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
た
盲

・
ろ

う
・

養
護

学
校

，
心

身
障

害
学

級
，

通
常

の
学

級
全

般
に

つ
い
て
教
育
課

程
の

検
討

を
行

い
，

適
正

配
置

・
適

正
規

模
に

つ
い

て
も
再
編
整
備

等
，

総
合

的
に

検
討

す
る

予
定

で
あ

る
。

聴
覚

障
害

教
育
改
革
に
つ

い
て

は
，

計
画

の
策

定
中

で
あ

る
。

・
新
潟
：
特
別
な
ニ
ー
ズ
を
も
つ
子
供
も
含
め
，
個
に
応

じ
た
指
導

の
充

実
。

・
山
梨
：
特
殊
教
育
に
つ
い
て
は
着
々
と
整
備
が
進
ん
で

い
る
。
し

か
し
，
小
・
中
・
高
等
学
校
に
比
較
し
て
遅
れ
て
い
る
面

が
多
い
。

今
後

，
施

設
・

設
備

・
教

員
の

専
門

性
等

を
一

段
と

充
実
す
る
必
要

が
あ

る
。

・
静
岡
：
特
に
盲
・
聾
学
校
の
児
童
生
徒
数
の
減
少
に
対

応
し
，
盲

学
校
・
聾
学
校
の
統
合
も
含
ん
だ
在
り
方
の
検
討
が
必
要

。
ま
た
，
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養
護
学
校
高
等
部
の
充
実

に
向
け
た
高
等
養
護
学
校
の
設
置
を
進
め

る
と
と
も
に
，
校
長
の
り
一
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
各
校
が
特
色
あ

る
学
校

の
実

現
を

目
指

す
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

・
京

都
：

京
都

府
障

害
者

基
本
計
画
や
新
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
を

ふ
ま
え
，
社
会
の
変
化
や

障
害
の
重
度
・
重
複
化
，
多
様
化
に
対
応

す
る

た
め

，
方

法
の

改
善

を
図

り
，

関
係

機
関

と
も

連
携

し
な

が

ら
，

障
害

者
教

育
施

策
の

一
層
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

・
和

歌
山

：
準

ず
る

教
育
と
し
て
，
特
殊
教
育
は
通
常
の
教
育
に
準

拠
し
て
き

た
が

，
早

期
教

育
相

談
の

必
要

性
や

医
療

的
ケ

ア
の

問

題
，

高
等

部
卒

業
後

の
進
路
な
ど
特
殊
教
育
個
有
の
課
題
が
多
い
。

「
準
拠
し
た
制
度
」
か
ら

，
本
来
，
特
殊
教
育
が
目
指
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
を

新
た
に
策
定
し
て
，
独
自
の
学
校
制
度
の

構
築
等

が
望

ま
れ

る
の

で
は

な
い

か
。

・
山
口

：
今

後
の

学
校

教
育
に
お
い
て
は
，
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人

が
夢
や
希
望
を
い
だ
き
，
主
体
的
に
人
や
社
会
に
か
か
わ
っ
て
，
変

化
の
激
し
い
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
心
豊
か
に
た
く
ま
し
く
生
き
る
こ

と
が
で

き
る

力
を

育
ん

で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
，

学
校
で
は
，
一
人
一
入
に

応
じ
た
指
導
の
工
夫
・
改
善
を
進
め
る
と

と
も
に
，
教
育
内
容
の
厳

選
や
，
体
験
活
動
を
重
視
し
た
教
育
を
行

う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
を
す
す
め
，
総
合

学
科
や
単
位
制
高
校
，
中

高
一
貫
校
な
ど
新
し
い
タ
イ
プ
の
学
校
の

導
入

に
も

積
極

的
に

取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

’
熊

本
：

新
た

な
時

代
に

向
け
て
，
子
ど
も
一
人
一
人
の
「
生
き
る

力
」
を
育
む
た
め
，
望
ま

し
い
教
育
課
程
の
編
成
に
努
め
る
と
と
も

に
，
教

職
員

の
資

質
の

向
上
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

［
政
令
指
定
都
市
3

弓
1
隣
市
：
障
害
児
教
育

の
個
に
応
じ
た
指
導
は
学
校
教
育
全
体
の

中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
よ
り
通
常
学
級
と
の
児

童
生
徒
の
行
き
来
が
活
発
化
す
る
場
と
し
て
枠
が
は
ず
れ
て
い
く
の

で
は
な
い
か
。
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図
1　

結
果
の
一
覧
（
39都

道
府
県
・
9政

令
市
）

　
「
特
殊
教
育
」
を
含
む
教

育
改
革
の
課
題
と
し
て
都
道
府
県
等
が
列
挙

し
た

項
目

と
し

て
は

，
個

に
応
じ
た
教
育
（
青
森
・
新
潟
・
山
口
・
川
崎

市
）
，
関
係
機
関
と
の
連
携
（
宮
城
・
秋
田
・
京
都
）
，
個
々
の
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
見
通
し
た
教
育
（
秋
田
）
，
進

路
指
導
・
職
業
教
育
の
充
実
（
栃
木
）
，
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
子

ど
も
へ
の
教
育
の
充
実
（
栃
木
・
和
歌
山
）
，
教
育
全
般
に
わ
た
る
再
整

備
や
教
育

課
程

の
再

検
討

（
東

京
）

，
特

殊
教

育
の

一
層

の
整

備
充

実

（
山
梨
）

，
特

色
あ

る
学

校
づ
く

り
（

静
岡

・
山

口
）

，
社

会
の

変
化

や
多

様
化
に

対
応

し
た

障
害

者
教

育
施

策
の

充
実

（
京

都
）

，
「

準
ず

る
教

育
」

を
越
え
た
特
殊
教
育
本
来
の

あ
り
方
の
追
求
（
和
歌
山
）
，
一
人
～
人
の

「
生

き
る

力
」

を
育

む
教

育
（
青
森
・
熊
本
）
，
枠
を
外
し
た
学
校
教
育

全

体
で

の
取

り
組

み
（

ll
崎

市
）
な
ど
に
要
約
で
き
よ
う
。

j
V
．
考

察

　
都
道
府
県
及
び
政
令
市
に

お
い
て
「
特
殊
教
育
」
を
担
当
す
る
課
・
係

は
，
「
特
殊
教
育
］
に
直
接

関
連
し
た
中
央
レ
ベ
ル
の
答
申
・
報
告
等
に

は
こ
れ
ま

で
も

敏
感

に
反

応
・
対

応
し

て
き

た
。

今
回

は
，

「
特

殊
教

育
」

に
直
接
的
に
は
言
及
し
て
い
な
い
答
申
も
含
め
て
回
答
を
求
め
た
も
の
で

あ
る
が
，
「
特
別
な
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
子
ど
も
達
」
へ
の
支
援
，
学
級

編

制
（
成
）
に
関
す
る
地
方
・

学
校
の
裁
量
拡
大
，
地
方
教
育
行
政
・
学
校

運
営
へ
の
保
護
者
・
地
域
住
民
の
参
画
・
協
力
な
ど
，
現
在
進
行
中
で
あ

る
教
育
改
革
の
幾
つ
か
の
重

要
課
題
を
含
め
て
，
地
方
教
育
施
策
の
状
況

や
担
当
者

の
意

向
を

知
る

こ
と

が
で

き
た

。
前

章
で

述
べ

た
3
9
都

道
府

県
・
9
政
令
市
に
よ
る
回
答
結
果
を
ま
と
め
て
図
示
し
て
お
く
（
図
1）

。

　
さ

ら
に

，
「

そ
の

他
」
の
項
目
を
除
い
て
，
問
A
で
4施

策
，
問
B
で

3施
策

，
問

Cで
4施

策
，

問
Dで

5施
策

，
問

Eで
8施

策
の

計
24施

策
に

つ
い

て
，

◎
印

：
「

既
に

取
り

組
ん

で
い

る
（

部
分

実
施

を
含

む
）

」

を
3
点

，
○

印
：

「
取

り
組

む
予

定
で

あ
る

（
検

討
中

を
含

む
）

」
を

2

点
，

△
印

：
「

今
後

検
討

し
て

み
た

い
」

を
1点

（
無

記
入

：
「

検
討

の

予
定
は
な
い
」
等
を
0点

〉
と
し
て
各
施
策
ご
と
の
選
択
得
点
を
算
出

し
，

2
4施

策
間

の
比

較
を

試
み

た
（

図
2）

。
あ

く
ま

で
回

答
者

の
主

観

に
よ

る
選

択
と

は
言

え
，

24施
策

の
比

重
を

知
る

指
標

に
は

な
る

と
考
え

た
。

　
そ

の
結

果
，

盲
・

聾
・

養
護

学
校

に
お

け
る

3歳
未

満
児

の
教

育
相

談

（
D
1，

選
択

得
点

2．
72）

及
び

小
・

中
・

高
等

部
で

の
教

育
相

談
の

地

域
開
放
（
D2，

2．
69）

の
2施

策
は
，
ほ
ぼ
「
既
実
施
（
3点

）
」

に

近
い

状
況

に
あ

る
こ

と
が

示
さ

れ
た

。

　
盲

・
聾

・
養

護
学

校
に

お
け

る
特

殊
教

育
に

関
す

る
教

諭
免

許
状

の
重

視
（

E2，
1．

90）
，

個
別

教
育

計
画

の
導

入
（

D3，
　

L85）
，

関
連
機

関
と

の
連

携
や

盲
・

聾
・

養
護

学
校

の
地

域
拠

点
活

用
な

ど
に

よ
る

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
育

成
（

C4，
1．

67）
の

3施
策

は
，

ほ
ぼ

「
取

り
組

み
予
定
（
2点

）
」
に
近
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　
必

要
な

保
護

者
へ

の
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

拡
大

（
A4，

　
L41）

，
知

的

障
害

教
育

に
お

け
る

基
礎

免
許

状
を

越
え

た
弾

力
的

な
扱

い
（

E7，

1
．

38
）

，
必

要
な

教
職

員
へ

の
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

拡
大

（
A3，

　
L38）

，

広
報
紙
誌
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
情
報
公
開
（
C3，

1．
31）

，

必
要

な
子

ど
も

へ
の

支
援

教
育

の
拡

大
（

A2，
］

．
31＞

，
75条

学
級
に

お
け

る
特

殊
教

育
に

関
す

る
教

諭
免

許
状

の
重

視
（

E3，
　

L21）
，

学

校
レ

ベ
ル

で
の

柔
軟

な
学

級
編

成
（

B3，
　

L10）
，

学
習

障
害

児
へ

の

対
応

（
C2，

1．
08）

の
8施

策
は

，
「

今
後

検
討

し
て

み
た

い
（

1



116
渡
部
　
昭
男
　
中
央
教
育

諸
答

申
の

「
特

殊
教

育
」

に
係

る
地

方
教

育
施

策
に

関
す

る
調

査
研

究

点
）
」
を
越
え

た
関
心
度
で
あ
っ
た
。

　
特
別
非
常
勤
講
師
制
度
の
活
用
（
E
5，

0．
82

）
，
教

員
養

成
機

関
と

の
協
議
（
E
1
，
0
．
8
2）

，
現
職
教
員
の
大
学
院
修
士
課

程
教

育
（

E
8，

0
．

69
＞

，
保

護
者
等
の
学
狡
運
営
へ
の
参
画
・
協
力
（
C
2，

0．
5
4）

の
4

施
策

は
，

「
今
後

検
討

し
て

み
た

い
」

に
近

い
関

心
度

で
あ
っ

た
。

　
高
等
部
に
お
け
る
単
位
互
換
（
D4

，
0
．
4
9
）
，
保
護

者
等

の
地

方
教

育
行
政
へ
の

参
画
・
協
力
（
C
1
，
0
．
4
1
）
，
通
常
学
級
に

お
け

る
特

殊

教
育
に
関
す
る
教
諭
免
許
状
の
重
視
（
E
4
，
0
．
3
8）

，
特

殊
教

育
機

関

へ
の
在
籍
者

の
対
象
拡
大
（
A
1
，
0
．
3
8
＞
，
都
道
府
県
レ

ベ
ル

に
お

け

る
少
人
数
学

級
編
制
（
B
1
，
0
．
3
3
）
，
養
護
訓
練
等
の
特

別
免

許
状

制

度
の
活
用
（

E6
，
0
．
2
8
）
，
市
区
町
村
レ
ベ
ル
に
お
け
る

少
人

数
学

級

編
制
（
B
2，

0．
13

）
の
7施

策
に
つ
い
て
は
，
関
心
度
が
低

か
っ

た
。

　
な

お
，

例
え

ば
和

歌
山

県
に

お
け

る
高

等
部

と
高

校
と

の
単
位
互
換
の

実
施

に
見

ら
れ

る
よ

う
に

，
未

だ
全

国
的

に
関

心
度

は
低

く
と
も
，
各
自

治
体

が
重

要
と

判
断

し
た

施
策

に
つ

い
て

先
導

的
に

着
手

し
て
い
く
気
概

も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
は
，
全
国
斉
一
で
は
な
く
，
全
国
的
な
最

低
基

準
や

大
綱

的
基

準
の

上
に

，
地

方
自

治
体

が
各

々
で

政
策
立
案
を
行

い
，

教
育

改
革

を
実

施
し

て
い

く
時

代
と

な
ろ

う
。

「
特
殊
教
育
」
な
い

し
「
特
殊
教
育
」
を
含
む
教
育
の
在
り
方
や
将
来
像
に
関

し
て
，
各
自
治

体
で

明
確

な
ビ

ジ
ョ

ン
を

持
つ

こ
と

が
求

め
ら

る
。

本
報

告
が
，
そ
の
～

助
と

な
れ

ば
幸

い
で

あ
る

。

［
謝
辞
］
調
査
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
教
育
委
員
会

各
位
に
，
こ
こ

に
記

し
て

感
謝

申
し

上
げ

ま
す

。
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